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子ども自立センターみらい移転設計プロポーザル募集公告 

 

 次のとおり建築設計プロポーザルの募集を行います。 

 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ７ 日 

青森県知事 宮下 宗一郎 

 

１ 業務概要 

(１) 業 務 番 号  営委東青８第1206号 

(２) 業 務 名 子ども自立センターみらい移転設計業務委託 

(３) 業 務 内 容  基本設計及び実施設計業務 

(４) 履 行 期 限  令和１０年３月２４日 

(５) 参考委託料 ７２,６６６,０００円 

 

２ 業務の詳細な説明 

    委託業務は、資料１「子ども自立センターみらい移転設計プロポーザル説明書」（以下

「説明書」という。）及び資料２「青森県建築設計業務委託特記仕様書」（以下「仕様

書」という。）による。 

 

３ 参加資格 

(１) 本プロポーザルによる選定（以下「本手続」という。）に参加する者（以下「参加

者」という。）は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しないこと。  

イ 青森県財務規則（昭和３９年３月３１日青森県規則第１０号。以下「財務規則」と

いう。）第１２８条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 

ウ 青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（昭和５８年２

月28日付け青森県規則第６号。以下「参加資格規則」という。）第５条の規定により

一般競争入札に参加する資格があると認定され、第７条第１項に規定する有資格建設

関連業者名簿の建築関係建設コンサルタント業務の建築一般に登載されていること

（技術提案書の提出期限までに認定を受けることが見込まれる者を含む。）。  

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（更生手続開始又は再生手続開始の決定後、知事の確認を受けて

いる者を除く。）でないこと。   

オ 過去１５年間に技術提案書作成要領（資料１-４）３イに掲げる同種業務・類似業務

の、基本設計及び実施設計業務の実績を有すること。ただし、共同企業体の構成員と

しての履行実績は、出資比率２０パーセント以上又は業務割合２０パーセント以上の
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場合に限る。 

カ 県内に本店を有する者であること。 

キ 労働保険（労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）及び社会保険（健康保険及

び厚生年金保険又は船員保険をいう。）に加入し、かつ、保険料の滞納がないこと。   

ク 青森県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。  

ケ 別に定める資格を有する管理技術者を配置することができること。  

コ 参加申請書の提出期限の日から契約締結日までの間に、青森県建設業者等指名停止

要領（平成２年６月２８日青監第633号。以下「指名停止要領」という。）に基づく

知事の指名停止の措置を受けていないこと。  

サ 参加資格規則第５条の規定により競争入札に参加する資格があると認定された日か

ら契約締結日までの間に、指名停止要領別表第９号から第１５号までに掲げる措置要

件に該当する事実（既に知事の指名停止の措置が行われたものを除く。）がない者で

あること。  

シ 警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設関連業者又は

これに準ずる者として、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続していな

いこと。  

ス 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の３第１項の規定により、一級建

築士事務所登録簿に登録された者であること。 

セ 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合が参加

者となる場合、当該事業共同組合の組合員が別の参加者及び別の参加者の協力者とな

っていないこと。 

ソ 本手続の参加に当たっては、代表者と構成員による２者の設計共同企業体（以下

「ＪＶ」という。）を結成して参加することができる。その場合は以下の要件を満た

していること。 

(ｱ) 自主的に結成されたＪＶであること。 

(ｲ) 代表者は、3（1）ア～セに掲げる要件をすべて満たしていること。 

(ｳ) 構成員は、3（1）ア～ク、コ～セに掲げる要件を全て満たしていること。 

(ｴ) 各構成員の出資比率は、２０％以上であること。また代表者の出資比率は最大で

あること。 

(ｵ) 各構成員が、本プロポーザルに係る他の共同企業体の構成員を兼ねていないこ

と。 

(２) その他 

次の各号に掲げる者は、本手続に参加することができない。また、参加者は、次の各

号に掲げる者から本手続に関し、助言、協力等の援助を受けてはならない。 

ア 子ども自立センターみらい移転設計プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」

という。）の委員 

イ 青森県職員 
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ウ ア及びイに掲げる者が自ら又はその家族が主宰し、または役員若しくは顧問として

関係する営利法人その他の営利組織及び当該組織に所属する者 

４ 審査 

ヒアリングの実施並びに最優秀者及び優秀者の特定は審査委員会において、次のとおり

審査を行うものとする。なお、ヒアリングの開始時刻等は、参加者に別途電子メールにて

通知する。 

(１) ヒアリング審査の実施 

   以下によりヒアリング審査を実施する。 

ア 日時 令和８年７月２３日（木） 

イ ヒアリング時間 

  説明は１０分以内とし、説明後に１５分程度の質疑応答を行う。 

ウ 説明資料等 

提出した技術提案書に基づき行うものとする。また、追加資料等の作成及び提出は認

めない。なお、技術提案書の内容をパワーポイント等にまとめた概要版の使用は可と

する。 

エ ヒアリング参加者 

当日の参加者は２名以内（管理技術者及びパソコン等操作者）とする。説明及び質疑

応答は、管理技術者が行うこと。 

(２) 提案課題 

   次の課題について、ポイントに対する考え方を必ず含めて提案すること。 

課題 ポイント 

１ こどもたちの安全性と

快適な環境の実現 

こどもたちに心理的な安心感を与え、安全管理とプ

ライバシーが両立する、学習環境と生活環境が調和

した環境づくりについて提案すること。 

２ 多機能化に対応した環

境づくり 

感染対策に考慮しつつ、こどもの粗暴行為等に対応

できるスペースの確保、家族交流やアフターケア

等、柔軟な利用ができる施設づくりについて提案す

ること。 

３ 省エネ性能や自然環

境、県産木材利用を考

慮した、コスト管理や

事業効率性 

省エネ性能や豪雪等の青森県特有の気候への対応、

県産木材の利活用に配慮しながら、資材高騰等を踏

まえた現実的なコスト管理及び工期管理、ライフサ

イクルコストの低減の考え方について提案するこ

と。 

(３) 審査委員 

役職等 氏名 

青森県こども家庭部こどもみらい課長 葛西 広和 
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青森県立子ども自立センターみらい所長 日野 智之 

青森県県土整備部建築住宅課長 小野 貴弘 

青森県財務部財産管理課長 徳差 達哉 

青森県財務部財産管理課長代理 関 孝幸 

(４) 審査結果の通知等 

  ア 審査の結果は、参加者に対し、速やかに書面により通知するとともに、最優秀者の

技術提案書（資料１-５様式５及び６）、並びに最優秀者及び優秀者の名称及び評価点

等を青森県財務部財産管理課ホームページへの掲載により公表する。 

（URL https://www.pref.aomori.jp/soshiki/zaimu/zaisan/） 

イ 審査の結果、最優秀者として特定されなかった者は、県に対し、その通知が到達し

た日から起算して7日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和63年12月13日法律第

91号）第1条で規定する行政機関の休日（以下「行政機関の休日」という。）を除

く。）に書面によりその理由について説明を求めることができる。 

ウ 県は、イの求めに対する回答を、書面を受領した日から10日以内に行う。 

 

５ 手続等 

(１) 担当課 

〒０３０－８５７０ 青森市長島一丁目１番１号 

青森県財務部財産管理課営繕企画グループ 

     電話番号 ０１７－７３４－９１２５ 

     メ ー ル eizen@pref.aomori.lg.jp 

(２) 参加表明書及び説明書の交付 

ア 交付期間 令和８年６月１７日（水）から令和８年６月２６日（金）17時まで 

イ 交付方法 青森県財務部財産管理課ホームページにて交付する。 

     （URL https://www.pref.aomori.jp/soshiki/zaimu/zaisan/）  

ただし、子ども自立センターみらい図面リスト（資料５）記載の

図面等はＣＤ-Ｒ配布にて交付を行う。交付を希望する場合は、

令和8年6月25日（金）までに、図面交付申請書（別紙１）を５（１）

までメールにて提出すること。なお、図面の交付場所は５（１）

とする。 

ウ 交付資料 

資料１ 「子ども自立センターみらい移転設計プロポーザル説明書」 

資料１-１「青森県立子ども自立センターみらい整備基本計画書」 

資料１-２「青森県立子ども自立センターみらい整備基本計画書参考図」 

資料１-３「参加表明書作成要領」 

資料１-４「技術提案書作成要領」 
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資料１-５「様式集（様式１～９）」 

資料２ 「青森県建築設計業務委託特記仕様書（案）」 

資料３ 「公共建築設計業務委託共通仕様書」 

資料４ 「建築設計業務委託契約書（案）」 

資料５ 「子ども自立センターみらい図面リスト」 

(３) 参加表明書の提出 

ア 提出期限 令和８年６月２６日（金）１６時まで 

イ 提出場所 ５(１)に同じ。 

ウ 提出方法 電子メール又は持参による。なお、電子メールで提出する場合には、５

(１)あて電話による受信確認を行うこと。 

エ そ の 他 詳細は、参加表明書作成要領（資料１-３）による。 

(４) 質問書（別紙２）の提出 

ア 提出期限 令和８年６月２９日（月）１２時まで 

イ 提出場所 ５(１)に同じ。 

ウ 提出方法 電子メール又は持参による。なお、電子メールで提出する場合には、５

(１)あて電話による受信確認を行うこと。 

エ 回  答 質問に対する回答は、令和８年７月６日（月）までに青森県財務部財産

管理課ホームページに掲載する。 

（URL https://www.pref.aomori.jp/soshiki/zaimu/zaisan/） 

(５) 技術提案書の提出 

ア 提出期限 令和８年７月１５日（水）１２時まで 

イ 提出場所 ５(１)に同じ。 

ウ 提出方法 電子メール又はＣＤ-Ｒを持参による。なお、電子メールで提出する場合

には、５(１)あて電話による受信確認を行うこと。 

エ そ の 他 詳細は、技術提案書作成要領（資料１-４）による。 

 

６ 現地見学会 

  現地見学会を下記のとおり実施する。 

(１) 実施日時 令和８年６月２３日（火）１３時３０分から（１３時より受付開始） 

(２) 集合場所 子ども自立センターみらい（住所：青森市大字合子沢字松森265番地） 

(３) 申込方法 現地見学会参加申込書（別紙３）に所定の項目を記載の上、５（１）の

担当課へ令和８年６月１９日（金）１２時までに電子メールにより提出

すること。なお、５(１)あて電話による受信の確認を行うこと。 

 

７ 契約の締結 

(１) 最優秀者を当該業務に係る随意契約の見積徴取の相手方とする。ただし、最優秀者

に事故等があり見積徴取が不可能となった場合は、優秀者を当該見積徴取の相手方と
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する。 

(２) 見積書の提出の日から７日以内に契約を締結する。 

(３) 最優秀者の選定から委託契約の締結までの間において、３に掲げるいずれかの要件

を満たさなくなった場合には、当該委託契約を締結しない。 

 

８ その他 

(１) 参加表明書及び技術提案書の提出は、１参加者につき１案とする。 

(２) 参加表明書及び技術提案書の作成・提出に要する費用は、参加者の負担とする。 

(３) 提出書類の返却は行わない。 

(４) 提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出された技術提案書を無効とする。 

(５) 書類の提出後の記載内容の追加、差し替え、変更は認めない。 


